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○太田委員長 ただいまから産業再生・エネル

ギー対策特別委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程案をごらんください。

本日は、調査事項の一つであります６次産業・

農商工連携について、これまでの取り組みと成

果、施策と課題、推進体制などについて、最初

に農政水産部から、次に商工観光労働部からそ

れぞれ説明をいただきます。その後、県内調査、

県外調査並びに次回の委員会について御協議い

ただきたいと思っております。このように取り

進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

それでは、これから執行部の説明に入ります。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時３分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

本日は農政水産部においでいただきました。

前回お互いの紹介を終わっておりますので、早

速概要説明をお願いしたいと思います。

○岡村農政水産部長 農政水産部でございます。

よろしくお願いいたします。

それでは、座って説明させていただきます。

お手元の特別委員会資料を１枚お開きくださ

い。本日は、農水産業における農商工連携及び

６次産業化の取り組みと今後の展開方向につい

て御報告させていただきます。

農商工連携・６次産業化につきましては、今

回策定しました農業・農村振興長期計画及び水

産業・漁村振興長期計画においても、もうかる

農水産業の実現や農村地域の再生、漁村の活性

化を達成するために必要な手法として着目して

おります。

本県の農水産業が、将来にわたり、県内の基

幹産業としての役割を果たしていくためには、

産業間、地域間の垣根を越え、連携と参入を促

進していくことが重要であると考えているとこ

ろでございます。詳細につきましては、地域農

業推進課連携推進室長が説明を行いますので、

よろしくお願いいたします。

私のほうからは以上でございます。よろしく

お願いいたします。

○工藤連携推進室長 地域農業推進課連携推進

室でございます。それでは、農商工連携と６次

産業化の取り組みと今後の展開方向について御

説明いたします。

委員会資料の１ページをごらんください。

まず、１の基本的な考え方でありますが、本

県農業の発展には、農業の潜在力をフルに活用

しながら、２次産業や３次産業との融合等通じ

まして、新たな産業や需要を創造することが重

要であります。今回新たに策定いたしました第

七次宮崎県農業・農村振興長期計画におきまし

ては、産業間、地域間などの垣根を乗り越え、

農を核とする連携や参入を促進することにより

まして、「もうかる農業」の実現や農村地域の再

生などを進め、みやざき農業の新たな成長産業

化に取り組んでいくこととしております。

具体的には、農業・農村と他産業のそれぞれ

が有する固有の経営資源やこれまで培ってきた

ノウハウ等を結びつけ、需要を起点とした新た

な素材や新商品の開発、また新たな生産・製造

技術の開発などを進め、新たなマーケットの創

出・拡大による農業者の所得向上や地域雇用の

拡大など、地域産業の活性化に取り組んでいく
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こととしております。下のほうのイラストは参

考でございますが、図の右のほうの、現在、県

外へ移出している農畜産物1,600億円のうち、仮

に100億円を県内で保留し活用した場合には、380

億円の経済効果と約2,000人の雇用創出が見込ま

れると試算しておりまして、県内において生産

した農畜産物の付加価値を高めることが、農業

者はもとより、地域産業の活性化につながるポ

テンシャルを有しているということを示してい

るものでございます。

資料の２ページをお開きください。２の推進

体制でございます。真ん中のフローにあります

ように、県庁内に県農商工連携推進会議、庁外

に県農商工連携推進ネットワーク会議を設置し

まして、商工観光労働部を初めとする関係部局、

関係機関・団体と連携を密にしながらその推進

に努めますとともに、現場段階では、昨年度か

ら西臼杵支庁、各農林振興局におきまして、地

域段階の推進体制であります地域農商工連携ビ

ジネスバンク推進会議を整備し、農商工連携に

係るアイデアの掘り起こしやマッチングに取り

組んでいるところであります。

一方、国におきましては、昨年12月に、「地域

資源を活用した農林漁業者等による新事業の創

出及び地域の農林水産物の利用促進に関する法

律」、いわゆる６次産業化法が成立しまして、本

年３月１日に完全施行されたところであります。

この中では、農林漁業者がみずからの生産物や

副産物を用いた加工・販売の一体的な取り組み

を総合化事業計画として作成し、農林水産大臣

の認定を受けることによりまして、農業改良資

金の償還期間の延長や、野菜価格安定事業に係

る交付金対象産地の拡大等の支援が受けられる

ものでございます。これらの相談・支援に対応

するため、県農業振興公社を６次産業化サポー

トセンターとして位置づけまして、農水産物の

加工・販売等について専門的なノウハウを有す

る人材を６次産業化プランナーとして配置しま

すとともに、県の産業支援財団と連携しまして、

６次産業化に取り組む際のアドバイスや事業化

の総合サポートなど、きめ細やかな支援を行う

取り組みを今月からスタートさせたところでご

ざいます。

ところで、これまでの説明の中で農商工連携

と６次産業化という２つの言葉が出てございま

すけれども、若干説明させていただきます。

２ページの下のイラストをごらんください。

右側の目指すべき姿のほうですが、農商工連携

は、農林漁業者と商工業者等が連携し、相互の

技術・ノウハウ等の経営資源を活用しまして、

新商品、新サービスの開発・販売等に取り組む

ものであります。また、６次産業化は、農林業

者みずからが、生産を起点として加工・販売等

の分野に経営の多角化を進め、これから生じる

新たな付加価値を農業経営に取り組むものでご

ざいます。農商工連携と６次産業化は二者択一

ということではございませんで、農林漁業者の

取り組みだけでは不足する部分を、商工業者と

連携したり食品企業等と連携して、地域におけ

る生産から加工、流通販売に至る一連の取り組

みを強化するなど、さまざまな形態が考えられ

ますので、生産から最終消費段階までの経済や

雇用創出効果をいかにして地域に呼び込むのか

という視点から、これらの取り組みを一体的に

推進しているところでございます。

なお、これまでの取り組みが、ややもします

と直接取引を行う分野との連携のみで完結して

いたり、需給のミスマッチ等、いわゆるプロダ

クトアウトの取り組みにとどまっていたことも

少なくないと思われますので、今後は、需要を
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起点とした、いわゆるマーケットインの考え方

を重要視するとともに、産業間、地域間などの

垣根を越えまして、農を核とする連携や参入を

促進してまいりたいと考えております。

次に、３ページをお願いいたします。３のこ

れまでの取り組み内容等でございます。ここで

は、３つの視点からそれぞれの取り組みにつき

まして現状と課題等をまとめてございます。

まず、（１）の新たな付加価値による物・サー

ビスづくりについてであります。これは、農林

漁業者と中小企業者が連携し、相互の技術、ノ

ウハウ等を活用することで、新商品開発や販路

開拓等を促進するものです。１番目の事例でご

ざいますが、綾町の福冨農産による米の加工品

づくりと直売でございます。４月に、真ん中左

側の写真にありますように、直売所兼カフェを

オープンさせまして、米粉を使ったパンやケー

キ等のスイーツのほか、地域の若手経営者グル

ープが生産した野菜などを直売しておりまして、

現在、女性を中心に平日でも多くの方が訪れて

にぎわっておるところでございます。３番目の

事例につきましては、川南町における銘柄豚「あ

じ豚」の生産加工販売ですが、直営店ゲシュマッ

クを中心としたレストランの取り組みも含めま

して取り組んでおります。一昨年の農林水産祭

で天皇杯を受賞された事例でございます。口蹄

疫で全頭処分になりましたけれども、現在、再

導入を進める中で、直営店も発生前に客足が戻

りつつあるというふうに伺っております。また、

５番目の事例は、門川水産加工業協同組合によ

ります産学官連携による加工製品を活用した新

たな水産加工品の開発と販売でございます。シ

イラの宮崎焼酎もろみ漬けの取り組みで、現在、

宮崎水産物ブランド認証に指定を受けまして積

極的な販売活動を展開中でございます。

今後、こうした取り組みをより一層展開して

いくためにも、課題と今後の展開方向にありま

すように、マッチング機会の確保や事業戦略の

策定支援等による意欲的な事業者の育成、また

相談体制の整備などマッチング後のフォロー、

さらには各種関連施策、メリット等の普及が必

要だというふうに考えております。

資料の４ページをお開きください。（２）の産

地と食品産業との連携強化についてでございま

す。本県農業の維持発展のためには、従来の施

設園芸と畜産に加え、土地利用型の農業を拡大

するなど、力強い農業構造への転換が不可欠で

あります。そのためにも、畑作農業地域を中心

に加工業務用の露地野菜等の生産拡大を図って

いるところでございます。

現在の状況といたしましては、表にあります

ように、株式会社都城くみあい食品や、株式会

社ジェイエイフーズみやざきなどの６次産業化

を牽引する冷凍加工施設の整備や、加工業務用

需要に対応できる農業生産法人の経営力の強化

・育成、産地加工施設に対応した畑作物の産地

育成と生産体制の強化、さらには宮崎県冷凍野

菜加工事業者連携推進協議会によります本県冷

凍野菜の安全・安心ブランドの確立の推進など

がございます。このうち、真ん中の左側の図に

ございますジェイエイフーズみやざきの冷凍加

工施設につきましては、来月上旬の竣工に向け

て現在準備が進められてございます。このよう

な産地加工施設に対応した畑作物の生産体制の

強化のため、右側の写真のような機械化栽培体

系の、これはホウレンソウでございますが、実

証普及にも取り組んでいるところでございます。

課題と今後の展開方向としましては、実需者の

商品企画情報の一元化とこれを生産組織間で相

互共有するなど、連携体制の充実・強化を図り
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ますとともに、実需者ニーズに対応できる産地

づくりといたしまして、生産性の高い土地基盤

の整備、生産技術の確立、１次加工施設のさら

なる整備促進などに取り組む必要があると考え

ております。

次に、資料の５ページをごらんください。（３）

の多様な経営資源を有する担い手づくりであり

ます。これは他産業からの農業参入など、本県

農業の新たな担い手として企業等の持つ経営資

源を活用し、地域農業者等と連携する新しい農

産物生産や加工販路の拡大を進めるものであり

まして、現在の状況としましては、県下では、

他産業からの農業に参入した事例が80法人ほど

見られまして、その数は年々増加している状況

にございます。また、一昨年12月に施行されま

した新たな農地制度改革なども踏まえまして、

大手の企業が本県での農業参入を検討する動き

もあるところでございます。

事例としまして３つほど紹介をさせていただ

きます。

１つ目のＩＴ企業の参入ですが、これは東京

のＩＴ企業であります株式会社ＣＥＣとミニト

マトの生産ノウハウを有する宮崎の有限会社奥

松農園を初めとする地元の農業者が共同で設立

しました宮崎太陽農園に関しまして、昨年８月

から2.8ヘクタールのハウスで本格的なミニトマ

トの生産を開始しております。ＩＴ技術を活用

した圃場情報や熟練作業者の管理スキルの数値

化、また、インターネットによる新たな販路開

拓や情報発信など、先駆的な経営モデルの実践

に取り組んでいるところでございます。

３つ目の貿易商社の参入でございますが、国

内外の販売チャンネルと流通ルートを有します

三重県にございます株式会社日貿が設立した株

式会社日貿ファームが、本県でデルフィニウム

等の切り花栽培に参入するに当たりまして、市

場性の高い本県オリジナル品種の栽培技術を有

する地元花卉生産者グループと連携・共同する

ことによりまして、国内花卉市場、太田市場に

おけるマーケットシェアの確保と海外における

販路開拓を目指すこととしておりまして、宮崎

市内で現在ハウスを整備することに取りかかっ

たところでございます。

課題と今後の展開方向ですが、①にございま

すように、他産業からの農業参入に当たりまし

ては、地域における調和や発展が図られる形で

の参入支援が必要だと考えておりまして、農業

者の所得の向上につながる取り組みや、継続性、

さらには、地域の農業者やＪＡ等とも連携でき

る地域事業体に誘導・育成するものとしており

まして、こうした取り組みに対しましては、②

にありますように、まとまりのある農地の集積

と確保についても支援を行ってまいりたいと考

えております。

次に、資料の６ページをごらんください。４

の農商工連携・６次産業化の関連事業でござい

ますが、表記のほうに一部訂正がございます。

一覧表の中で、３番、５番、６番、10番、11番、15

番、16番の事業名の頭のほうに丸ぽつがついて

おりますが、こちらは今年度新規事業を示しま

す○新 というふうに訂正をお願いしたいと存じま

す。大変申しわけございませんでした。

主な事業を説明いたします。

まず、新たな付加価値による物・サービスづ

くりに関する支援策としまして、７番のみやざ

き農商工連携ビジネスチャンス発掘事業でござ

いますが、この事業は、先ほど御説明しました

とおり、西臼杵支庁、各農林振興局段階におき

まして、地域段階の推進体制を整備しまして、

地域の農業者、商工業者の持つアイデアを幅広
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く掘り起こして、事業者間のマッチングを効率

的に行うことで、地域発の農商工連携の事業化

を促進するものでございます。

また、10番の1,000万円を目指す農産加工起業

化モデル事業におきましては、農村女性による

起業活動を支援しまして、学校給食等との連携

により、地域資源を活用した付加価値の高い農

産加工品の開発・販路拡大を図るものでござい

ます。

次に、産地と食品産業の連携強化に関する支

援策といたしまして、８番のみやざき発・業務

用農産物生産拡大事業におきましては、県農業

振興公社に農商工連携の一元化窓口を設置しま

して、多様な農商工連携案件の具体化を推進し

ますとともに、農地の有効活用、加工・業務用

需要の生産拡大に取り組む農業法人等を育成す

るものでございます。

また、11番の企業と育む県内農産物需要拡大

促進事業では、県内企業等で利用される県産農

産物のシェア拡大を図るため、企業や集荷団体、

生産者による連携会議を開催するとともに、加

工試験や栽培実証など実需者のニーズを踏まえ

た産地づくり対策を支援するものでございます。

そのほか、15番、16番にありますように、水

産物や銘柄豚のブランド確立のため、商工業者

等と連携した販路拡大等を支援することとして

おります。

また、多様な経営資源を有する担い手づくり

に関する支援策に関しましては、７ページの参

考１、平成21年度基金事業の欄をごらんくださ

い。宮崎発・大地を活かす農商工連携ビジネス

モデル創出事業ですが、この事業は、本県農業

を元気にする多様な経営資源を有する企業等の

農業参入を支援しますとともに、農業法人やＪ

Ａ等との生産、加工、流通・販売に係る連携強

化や、農業関連技術の共同実証の促進によりま

して、参入側、受け入れ側双方が利益を享受で

きる宮崎発の農商工連携ビジネスモデルを創出

するものでございます。平成21年度に農業振興

公社に５億円の基金を造成しまして、企業と地

域農業者が連携するビジネスモデルへの支援を

行っておりまして、先ほど御説明いたしました

株式会社宮崎太陽農園や株式会社日貿ファーム

の参入事例を含めて、４件の採択を行ったとこ

ろでございます。

８ページをごらんください。こちらのほうは

農林水産省の関連予算でございますが、これに

つきましては後ほどお目通しをいただきたいと

存じます。

最後に、参考３、Ｂ４横のとじ込みの資料で

ございますが、宮崎県口蹄疫復興財団の事業概

要でございます。去る７月12日に開催されまし

た財団の理事会におきまして、今後５年間の運

用益30億円を活用した事業の大枠が決定された

ところでございます。資料の左端にありますよ

うに、１の市町村復興支援事業から６のその他

まで、それぞれ５年間の総額として大枠を記載

してございます。なお、これにつきましては、

経済情勢等の変化を見きわめながら適宜見直し

を行うものでございます。その中で、４の産地

構造転換推進事業としまして、農畜産業者が主

体的に食品加工や流通販売にかかわり付加価値

を得る６次産業化や、農畜産物の価値を広げる

加工・製造業者との連携強化など農商工連携の

推進にも積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

説明は以上でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。

○太田委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑などがございましたら、お願いを
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いたします。

○中野委員 資料の３ページ、綾町の福冨農産

の直売所兼カフェ、これは総事業と補助金は幾

ら入っていますか。補助金は入っているんです

か。

○奥野地域農業推進課長 これは平成20年度か

ら22年度にきらり輝く山間地域農業活性化プロ

ジェクト事業というのを使いまして、総事業費

は約130万です。そのうちに補助金を88万入れて

おります

○工藤連携推進室長 地域農業推進課長が御説

明しました事業につきましては、ソフト面の事

業で活用したものでございまして、施設等全体

の事業費としましては3,315万円となってござい

ます。そのうち補助金が2,210万円でございます。

○中野委員 これは窓口としては、農政から別

々の補助金が２つ出ているということでいいわ

けですか。回答が２人あったから。

○工藤連携推進室長 事業につきましては、箱

物の整備、それと販売展開なり消費ＰＲなりソ

フト面の事業、そういうメニューを組み合わせ

た形で取り組んでいるところでございます。

○中野委員 3,300万と130万は別ですね。

○工藤連携推進室長 ソフトとハード、別でご

ざいます。

○太田委員長 ほかにありませんか。

○有岡委員 ５ページの中で80法人が参入とい

うふうに説明がございましたが、成功例とは別

に、失敗例というんでしょうか、厳しい状況に

陥っているようなケースがございましたら、参

考に課題として説明していただきたいと思いま

す。

○工藤連携推進室長 現在、80法人が参入して

おりますが、内訳を言いますと、建設業の方が30

法人ということで一番多い数を占めております。

この80につきましては、それぞれ新たな事業展

開ということで農業に取り組んでおられますが、

具体的な失敗例という形では十分とらえ切れて

いないんですけれども、いろいろ聞きますと、

やはり栽培面での技術的な問題なり、あるいは

当初の初期投資の負担の問題なり、そこらあた

りで実際的にはかなり苦労されているというの

が実情でございまして、経営のフォローとか資

金面での相談とか、そういうところをきっちり

やっていかないと、それで所得を上げて農業経

営を成り立たせるというのはなかなかハードル

が高いと考えております。その辺をしっかり支

援していく必要があるというふうに考えており

ます。

○太田委員長 ほかにありませんか。

○岩下委員 ４ページでジェイエイフーズみや

ざき冷凍加工施設関係があります。冷凍野菜と

いうふうに表現されていますけれども、その品

目ですね、ホウレンソウというのは我々聞くん

ですが、冷凍する野菜の品目を教えていただき

たいと思います。

○工藤連携推進室長 現在、準備しております

けれども、品目としましては、今、委員のおっ

しゃいましたようにホウレンソウが一番多いん

ですが、そのほか、里芋、コマツナ、オクラ、

この４品目につきましては、契約栽培品目とい

うことで今後販売展開を図っていきたいという

計画でございます。そのほか、青果用の利用品

目としまして、ゴボウ、カラーピーマン、ニン

ジン等合わせまして、全体で約3,600トン程度の

生産、受け入れを計画してございます。

○岩下委員 西都にできるわけですけれども、

県内を網羅して冷凍加工食品という形に言われ

ているんですが、これは県内ほぼ全域でという

ふうに考えていいんですか。
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○工藤連携推進室長 経済連の出資された会社

ということもございますが、場所が西都という

ことで、やはり主には、ＪＡ西都あるいはＪＡ

児湯、ＪＡ尾鈴、そのほか西諸のほうのＪＡ小

林、えびの、そこらあたりの産地にもお願いし

まして面積を確保するということでございます。

そのほかにも、大手の農業法人、児湯地区の法

人とかそういうところにも、契約栽培というこ

とで栽培をお願いして取り組んでいく予定でご

ざいます。そういう意味では、ある程度広範囲

に県内を網羅した形で生産物を受け入れるとい

う計画でございます。

○太田委員長 ほかにございませんか。

○中野委員 要望ですけど、福冨農産の事業、

私も結構、綾とかうろうろするんだけど、この

話を聞いたのが２週間前ぐらいかな。うろうろ

するけどまだ現場は見当たらんのです。こうい

うのをつくっていかに周知、ＰＲが難しいかと

いうことですよ。我々地元がうろうろしていて

も知らんぐらいだから。今後こういうのが予算

決定した場合は、我々にとりあえずこういう情

報をぜひ流してほしいと思います。要望です。

○工藤連携推進室長 現在、県内でもこういう

ふうな取り組みはふえてきているのかなととら

えております。ここのお店も若い女性に人気が

あるということでお客さんも多いと聞いており

ますので、そういうふうな情報をぜひ発信をさ

せていただきたいと思います。

○中野委員 最初はいっぱいだったけど、今は

空っぽだという話を聞いたから、一回見に行こ

うと思っているんです。

○工藤連携推進室長 私も先日、平日の日にお

伺いしたんですが、若い女性のグループがカフ

ェでコーヒーを飲んでいました。ちょっとお話

を聞いたんですけれども、非常に味もよくてこ

れはいけますね、私、宮崎から来ましたという

ことだったんですが、ぜひ積極的にＰＲをさせ

ていただくようにお願いもしたいというふうに

考えております。

○太田委員長 要望としてありましたので、ひ

とつ所在地とかもわかるようにしてもらうと、

それぞれ委員の皆さんも寄られると思いますの

で、よろしくお願いします。

ほかにありませんか。

○横田委員 これまでもいろいろ農産物の加工

品というのはつくられてきたと思うんですけど、

ヒットさせるというのは非常に難しいと思うん

です。ヒット商品にならなかったら意味が出な

いわけです。４ページに、実需者ニーズに対応

する産地づくり、実需者ニーズというふうに書

いてありますけど、これが一番大事だと思うん

です。すばらしいものができたと自分たちは思っ

ても、それがニーズに合ってなかったら全く売

れないわけで、この実需者ニーズは具体的にど

のように探していくのか、それをお聞かせいた

だけないでしょうか。

○工藤連携推進室長 農産物の加工品につきま

しては、実は、古い昔といいますか、昭和50年

代以降、県内各地で、農村女性なり、あるいは

町なりＪＡさんで、いろんな形の加工品がさま

ざまに開発されましたが、委員のおっしゃいま

すように、「つくった、できた」で一応満足で、

販売チャンネルはなかなかと。そういう意味で

は、事業の中でもソフトの事業の中で、量販店

でのＰＲとか周知とか情報発信とか、現在はイ

ンターネットで情報を流したりするところも出

ております。それと中間の流通業者なり製造業

者、そういう方にも情報を発信する必要がある

かというふうに考えております。食品産業でい

いますと、クラスター協議会ということで、経
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済連とか、県内の焼酎会社とか、あるいは飫肥

天さんとか、いろんな食品製造業とＪＡさんが

協議会をつくっておりまして、その中でお互い

に情報交換されたり、あるいは年に何回かマッ

チングの場を用意しまして、こういう農産物だっ

たらうちで使いたいとか、そういうこともやっ

ておりますし、昨年から、西臼杵支庁と農林振

興局に窓口をつくりまして、その中にはＪＡさ

んも商工会のほうも入っておりますので、そう

いう中で情報交換とかマッチングをやりまして、

今いろんな情報が、地域のシーズなりニーズが

上がってきております。それを一つでも多く事

業化できる、いわゆる販売ができるような、消

費者をつかむような仕掛けをしていきたいとい

うふうに考えております。

○横田委員 農家に対して、こういうヒット商

品をつくるから、自信を持ってこの農産物をつ

くってくれと言われるような加工品をつくるこ

とが非常に大事かなと思いますので、ぜひそう

いったニーズをしっかりと掘り起こしていただ

きたいと思います。

○松村委員 冷凍加工とか、いわゆる原料から

製品へ、消費者の口に入るものまで宮崎県で完

結しましょうというやつだと思うんですけど、

マーケットインへという考え方というのは非常

にいいんじゃないかと。まさにお客さんが何を

望んでいるのかというところから始めていくと

いうのが大きな要因だと思いますけど、今いろ

んな取り組みの中、町のカフェとか、地域のあ

じ豚とか、ゲシュマックさんも地域でも売れて

いますけれども、インターネットやいろんな形

も含めて、値段は高いんですけれども、好きな

人は好きだということで、販売というのは少し

ずつ広がっているんじゃないかと思うんです。

ただ、片一方で、3,300億の農業生産の中でダ

イナミックに上げていくためには、大きな消費

地あたりでお客様ニーズをしっかりつかんでい

らっしゃる、例えばカルビーとかキューピーと

か、そういうところが一番商品販売力を持って

いらっしゃると思うんです。先般行った北海道

では、農協が丸ごと工場をつくって製品化して、

例えばポテトチップのパッケージで、メーカー

の肩がわりというんじゃないんですけど、ＯＥ

Ｍでつくって出しているというぐらいの取り組

みもされています。新たに地域でつくり出して

いくという商品づくりも一つだと思うんですけ

れども、もっと大きなマスの中で、メーカーさ

んたちのニーズに合わせたどういう取り組みを

していくかということと、例えばジャガイモを

直接東京あたりの大消費地に持っていくんじゃ

なくて、最終的な商品づくりをして北海道から

直接東京に送っているというような形だと、一

度にというとおかしいんですけど、大きな雇用

とか大きな売上げが期待できると思うんです。

例えば、東京とか大手メーカーさんとのこれか

らの販売戦略に対する取り組みとか、もちろん

農地も必要ですし、農家の方の協力も必要でしょ

うし、どこかに糸口がないといけないと思うん

ですけど、そのあたりのことに関しては、この

中でどの項目から取り組んでいくのかというと

ころをちょっと聞かせてほしいんです。

○工藤連携推進室長 今、委員おっしゃいまし

た北海道のポテトの取り組みにつきましては、

日本におけるアグリビジネスの最先端の事例と

いうことで本にもなったりしております。十勝

農協とか、まさにカルビーと一体的な連携で商

品まで、もちろん生産もそうなんですが、商品

化までして売り込むという、これは究極のアグ

リビジネスということで、これを宮崎で今すぐ

というところは難しいのかなというふうに考え
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ております。

そういう意味で、冷凍加工野菜、いわゆる外

食向けの冷凍野菜につきましては、大手の三菱

系の菱食を通した販売等につきましても、現在

取り組みがされておりますし、また、ＪＡの中

でも尾鈴農協あたりはそういうふうな取り組み

も前向きなとらえ方をされていると、そういう

生産をしているというふうに聞いております。

委員がおっしゃいましたようなまさにアグリビ

ジネスと言えるような取り組みにつきましては、

今後の大きな課題かなと思います。県内でそう

いうふうな産地体制等、最終商品までを、きっ

ちり消費者が好むようなものを商品化できてそ

れを県外に出せるというところは、最終的な大

きな一つの仕掛け、目標じゃないかというふう

に考えております。

例えば、４ページでございますが、産地と食

品産業との連携という中で、現在はこういう冷

凍加工を、一つは畑作振興という大きな視点か

らも取り組んでおりますけれども、大手の企業

との連携の中で販売チャンネルを広げていく、

売れる商品をつくっていく、そういう取り組み

をきっちり産地でやっていく必要があるという

ふうに考えております。

○松村委員 ちょうど冷凍野菜工場の話でした

けれども、この冷凍工場というのは、営業され

ていて経済連等で売り先は決まっていらっしゃ

るのか。その売り先のニーズに合わせて生産計

画を立てているのか。それともう一つは、冷凍

工場にまだ行ったことがないので中身について

はわからないんですけれども、この冷凍加工工

場は、お店のショーケージに並ぶ、パッケージ

という最終的な商品化をされているのか、そこ

をちょっとお聞きしたいんです。

○工藤連携推進室長 ホウレンソウの冷凍加工

ということで、加工の次元でいいますと１次加

工、最終商品ではないということで、外食産業

とか学校給食とかそういうところに供給してい

く形だというふうに聞いております。また、販

売につきましては、千葉県の和郷園という、農

業生産法人で幅広くアグリビジネスを展開され

ています首都圏の農業法人があるんですが、そ

こと連携をしまして、両方で産地としてのブラ

ンド力をつくっていって販売の強化をしていく

と。関東のほうにも当然そういう流通チャンネ

ルを、情報をいただきながら、ノウハウを共有

しながら販売を進めるという計画でございます

ので、そういう意味では、つくっただけではな

くて、出口をある程度想定して、個々の流通業

者とか量販とかそういうところで計画を立てて

いるというふうに伺っております。

○松村委員 加工という段階になるといろんな

技術が要ると思うんです。冷凍加工工場は、今

のところ１次加工という形で、給食センターの

材料として出すという感じ、レストランの材料

として出すという形でしょうけど、これから２

次加工、３次加工とかいろんな形が出てくると

思うんですけれども、その中の整備をしていく

ということがこれからの課題だと思うんです。

パン屋さんでパンをつくる、米粉でつくると

いうんだったら、小さな設備投資でだれでもで

きるんですけれども、ある程度大きくやってい

くためには、乾燥させて粉砕して、それを形状

化させて商品化していくということになると、

ペースト状にしたり、粒状にしたり、カプセル

化していくとか、いろんな形があるんですけど、

そういうところの業者さんがいないんです。私

も熊本に発注したことがあるんですけど、直接

対面ではしていないものですから、どれだけの

信用性があるのかどういうのかもよくわからな
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い中でお願いしたことがあるんです。

１次加工が２次加工、３次加工に上がるため

の施設というんですか、インフラ整備するため

には、大消費地のメーカーさんたちが将来ニー

ズも的確に取り込んでいらっしゃるので、どれ

だけの整備をしていくかというところが、投資

というんですか、必要だと思います。そのあた

りをどのようなところでやっていかれるのかな

と思って。関連事業ではどのあたりで取り組ま

れるのか。

○工藤連携推進室長 今、関連事業という話が

ございましたが、実は私の説明の中で、県の農

業振興公社が６次産業化のプランナーになると

いうことで、県の農業振興公社が６次産業化サ

ポートセンターという位置づけになります。こ

れは国の認定を受けまして、国の委託事業で今

月からスタートされたばかりでございます。こ

の仕組みにつきましては、８ページにございま

す農林水産省の関連予算、未来を切り拓く６次

産業創出総合対策の中で、ソフトの事業という

ことでサポートセンターをつくっておるんです

けれども、６次産業化法に基づく取り組みとい

うのは、法制度にのっとった取り組みは今回初

めてだということでございます。特徴としまし

て、２ページの真ん中に６次産業化プランナー

５名と書いてございますが、こちらのほうは、

中小企業診断士なり、商品開発・パッケージの

専門家なり、県の産業支援財団のほうにコーデ

ィネーターがいらっしゃるんですが、それと民

間の企業経営のプロの方、そういう方を５人委

嘱しまして、加工品開発あるいは販売、商品開

発、そこらでの現場でのきめ細やかなアドバイ

スをしていただくプランナーを委嘱させていた

だきました。具体的な取り組みを御相談いただ

いて、専門的な方からアドバイスなり助言を受

けるという体制をきっちり根づかせていきたい

というふうに考えております。ソフト面はそう

いうことで、これから産業支援財団なりプラン

ナーの方と十分連携をして、いろんな地域の要

望にこまめに対応できるようにしていきたいと

いうふうに考えております。

それと、ハード面でいいますと、８ページの

話もしましたが、この130億円の国の事業の中に

は、商品開発をするに当たって、いわゆるハー

ド整備といいますか、加工機械、冷凍施設、そ

ういうハード面を整備できる予算もこの中に

入ってございますので、ある程度企業的な取り

組みの大きな案件につきましては、こういう国

の事業を有効に活用する、そういうふうなこと

を誘導していきたいと思っております。もちろ

ん、６ページの関連事業の中で、先ほど御説明

しました11番の県単事業でございますが、企業

と育む県内農産物需要拡大促進事業、ここらあ

たりで県産農産物のシェア拡大を図るような取

り組みを県単の部分でもきっちりちゃんとやっ

ていきたいというふうに考えております。

そういうことで、ソフト面とハード面と両方、

国、県の事業を効率的に活用させていただいて、

それぞれの事業化の案件に丁寧に対応させてい

ただきたい。そういう必要があるというふうに

考えております。以上でございます。

○山内営農支援課長 １つ事例を説明しますと、

３ページのところで、地域の素材を生かした新

商品の開発と販売ということで、美郷町の事例

等がございます。これは県の事業等で取り組ん

でいるものですけれども、従来、農産加工とい

うことであれば、直売所等に並べる加工品とい

う取り組みが中心だったわけですけれども、こ

の事業におきましては、例えばミニトマトを生

かしたペーストとか、あるいはマンゴーペース
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トを生かしまして、最終需要であるヤマエ食品

工業といった食品業界と連携をとった最終商品

化ということで、下のほうに写真等もございま

すけれども、こういった取り組みをそれぞれの

地域のグループでも進めているということで、

こうしたように、もうかる農業ということで、

最終需要者との連携もあわせた取り組みを現在

進めているということで御紹介しておきます。

○太田委員長 ほかにございませんか。

○西村委員 要望なんですけど、先ほどから話

が出ている福冨農産さん、この前、総務政策常

任委員会で行ったんです。本当にすばらしい取

り組みをされて、社長さんとも雑談の中で話し

たんですが、やっぱりすごいやる気がある若い

社長さんは、自分からどんどんいろんな地域に

勉強会に行ったり視察したりして、若手の新し

い取り組みというのをどんどん宮崎に持って

帰ってきて、行動力があるなと思ったんです。

宮崎県も、アドバイスの勉強会とか担い手対策

の勉強会とかやられていると思うんですが、県

が関与している勉強会の一覧とか説明書きみた

いなのがあったら、整理していただきたいと思

うんです。私も今まで幾つか知り合いが見に行

くというので一緒についていって見たりしたん

ですが、中身は非常にいいんです。ただ、それ

を真似できる、真似できないというのは、みん

なその話を聞いてからだと思いますし、例えば

宮崎市ばかりでやられると、西臼杵とか東臼杵

の人がなかなか聞きに行けなかったりとか、そ

ういうこともあるのかなと思いますので、でき

れば実績の一覧でもいいし、予定されている一

覧でもいいので、そういう勉強会、研修会のを

いただければと思います。

○工藤連携推進室長 ありがとうございます。

昨年、西臼杵支庁、振興局のほうで窓口を整備

いたしました。その中で、研修会とか情報発信

の場というのをセミナーという形で各地域で開

催しておりまして、昨年ですと、北諸県、児湯、

東臼杵、中部管内で研修会を開催しております。

ことしはまた新たにそういうふうな仕掛けをす

る予定でございますので、広く呼びかけをさせ

ていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。

○太田委員長 勉強会、研修会等の今後の日程

も含め、委員にも教えていただきたいというこ

とでありますので、よろしくお願いいたします。

○工藤連携推進室長 別途また資料で周知をさ

せていただきたいと思います。よろしくお願い

します。

○有岡委員 ３点ほど９ページの資料の中でお

尋ねしてまいります。６次産業化から少し離れ

る話題ですけれども、先日、ＪＡの方々との勉

強会がございまして、枝肉の価格がかなり厳し

い状況だというお話がありました。小売店あた

りではさほど変化はないんですけれども、実質

的には小売価格は下がっていると。その中で継

続的な販売体制はできないだろうかという声も

ありまして、これは一つの案ですが、学校給食

あたりに宮崎県の農産物をもっと積極的に販売

するような体制づくりはできないだろうかとい

う意見もありました。先ほど申し上げた小売あ

たりでは、商品券を生産者も買って、自分で売っ

て、その分を商品券で購入するような努力をし

ているようですから、小売での県内の消費、先

ほどの意見とは若干違いますが、地産地消とい

う視点から、もっと積極的に県内消費を伸ばす

ような工夫が必要かなという点が１点、御質問

です。

それともう１点は、安全・安心という問題点

で、今回の福島や東北の牛の問題がございます
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が、宮崎県は残留農薬検査体制というんでしょ

うか、こういったものは大変進んでいると思っ

ておりますので、こういったものも宮崎県の売

りとして、安全・安心なものを宮崎の農産物は

取り組んでいるというようなアピールも、一つ

の付加価値をつける手法じゃないかと思うんで

すが、２点、まずお尋ねしたいと思います。

もう１点は要望ですが、西諸県のほうで子牛

の上場頭数の420頭を保留する計画がございまし

て取り組んでいると。これは今回の口蹄疫以降

の県内全域の課題だと思っていますので、これ

を一つの事例として、７市場の取り組みとして、

口蹄疫復興事業の一つとしてとらえて計画して

いく時期ではないかと。標準化というんでしょ

うか、来年の１月から２月、３月ですか、これ

に向けての準備が必要ではないかと思うんです

が、要望としてお願いしておきたいと思います。

以上です。

○山内営農支援課長 まず、学校給食等も含め

た地場産品の活用ということでございますけれ

ども、本県におきましては、従来より、学校給

食における地場産品の活用ということを積極的

に進めているところでございます。その結果、

食材数ベースで、文科省の調査なんですけれど

も、全国で活用状況26％のところに対しまして

本県では35.6％ということで、かなり高い水準

等を維持しております。今後とも、地産地消等

の中でも特にベースとなる学校給食への食材の

活用というのは、委員御指摘のような取り組み

を積極的に進めていきたいというふうに思いま

す。

それから、残留農薬検査体制につきましては、

御指摘のように、本県におきましては全国トッ

プレベルの検査体制を整えておりまして、試験

場レベルでは401成分の一斉分析が可能というよ

うな取り組みをしております。そういった中で、

技術移転をしております経済連等では、年

間6,000件程度の農産物の検査等と386種類の農

薬の一斉分析ということで、本県の安全・安心

な供給体制の確立の一助になってございます。

これにつきましては、経済連のみならず、青果

物等の系統外のところも、あわせてこの技術の

取り組みを積極的に進めるよういろいろ支援策

を講じておるところでございますし、それから、

お手元の委員会資料の４ページ、これまでの取

り組みの中で、本県冷凍野菜の安全・安心ブラ

ンド確立ということで、昨年、県内冷凍加工事

業者８者、これは１者が経済連であと７者が冷

凍加工事業者なんですが、ここの中で、県の事

業で残留農薬検査体制を支援する強化費を組ん

でおりまして、こうした中でも加工品の残留農

薬検査体制も確立しようということで、御指摘

のような、本県の全国的にトップレベルの検査

体制を十分生かした取り組みを進めていきたい

というふうに思っております。

○蓬原副委員長 ないようですから、最後に。

生産ということに目を絞ってお尋ねしたいん

ですが、東日本大震災があって、今、ＴＰＰの

話は、我々、情報がほとんど入らなくなったん

ですけれども、もしＴＰＰに参加するとなった

場合、今、我々は第６次産業化ということを話

をしておりますけれども、結果的には農業が壊

滅的な打撃を受けて、生産そのものが、原料が

なくなってしまう状況が生まれるであろうとい

うことは容易に想像がつくわけです。ですから、

ＴＰＰがどうなっていくか。当然、県議会とし

ても、宮崎県、あらゆる農業団体、反対という

意思を表明しているわけですが、ＴＰＰに関し

て国の動きですが、今どういう動きになってい

るか、もし、つかんでおられる状況があれば簡
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単に教えていただきたい。環境農林水産常任委

員会ではないので、その枠は外さないように質

問しますけど。

○郡司農政企画課長 ＴＰＰに関する動きとい

うことでございます。御承知のとおり、当初は

このＴＰＰについては、食と農林漁業の再生推

進本部というのを11月26日に立ち上げまして議

論する中で、６月には大体基本的な方向を決め

て、秋口には是か否かということを決定するこ

とになっておりましたけれども、３月11日の大

震災以降、議論はストップしているというか、

進んでいない状況のようでございます。そうい

う中で、６月20日から24日に、ベトナムのホー

チミン市のほうでＴＰＰ拡大交渉会合というの

がなされております。そういう中で、大枠合意

ということで目標を少し後退させておりまして、

これまで例外なき関税撤廃を主張していたアメ

リカも、砂糖とか乳製品の一部は関税撤廃の対

象から外しましょうなんてことを言っています

ので、少し状況は変わってきているというふう

に思います。

そういう中で、食と農林漁業の再生推進本部

の中では、農業と食料自給率の向上と自由化を

両立させるような方向性の戦略を出すというこ

とになっていますので、その中間報告が現在、

国のほうで検討されているやに聞いております。

どのようなものが出てくるかについては注視し

て見ていく必要があると考えております。いず

れにしましても、ＴＰＰ、このことについては、

我々も積極的に議論の中に参加して地域の実情

を訴え、国民的合意がなされない限りは絶対反

対するということで進めていきたいと思ってお

ります。しかし、一方では、国際化という問題

については避けて通れない課題ですので、産業

としての競争力強化、このことについては産地

としてしっかり取り組んでいく必要があると、

そんなふうに考えております。実情はそのよう

なことだというふうに理解しております。

○蓬原副委員長 ありがとうございました。ど

こかに一つの危機管理として、我々は反対だけ

れども、どうしようもない世界の流れの中でそ

うなるかもしれない。なったときはどうするか

ということも、今言っちゃいかんことでしょう

けれども、絶対言っちゃいけないことですが、

頭の隅には置いておかないといけないことかな、

そういうことも考えているんです。

生産ということで、機械収穫、あるいは生産

性の高い、あるいは農業技術のマニュアル化と

いうのが４ページ、５ページにあるんですけれ

ども、農業の場合、生産の現場は人力に頼ると

ころで、だから、省力化ということが必要かな

というふうにいつも百姓のせがれながら考えて

いまして、例えば身近な小さな話ですけど、今、

私も米を２反５畝つくっていますが、米をつく

る上で一番大切な作業は何か。聞くつもりはあ

りませんけど、一番大切な作業はあぜ草刈りな

んですね。５回ぐらい刈らにゃいかんです。今

の暑い時期はぐんぐん伸びますから、朝早くあ

るいは夕方暗くなる前にやるんですが、ブトが

いますから、かぶり物をしてやらないとさんざ

ん刺されますので、大変な作業なんです。だか

ら、この土手を、５回あぜ草を刈る作業をもし

１回でできれば、相当な省力化なんですね。農

業試験場の場長もお見えですか、たかがあぜ草

刈りだけれども、こういうところの省力化をで

きる。例えば草を何か生やすとか、ネットを張

るとか、何か画期的なものがないのかなという

ことを思ったりして、隣近所の、70過ぎた方が

農業者の大半ですけれども、見ていたりしてい

るんですが、ＴＰＰから急に小さな話になりま
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したけど、このあぜ草刈りの省力化ということ

について考えられたこと、何かいいアイデアは

ないんですかね。なけりゃいいんですよ。例え

ばの話で話していたので。

○加勇田農産園芸課長 確かにあぜ草刈り、大

変負荷が大きいのかなというふうに思っており

ますが、具体的にというのはなかなか難しいん

ですけれども、私の記憶では、例えば、高齢化

が進んでなかなかあぜ草刈りが難しくなったと

いったところのあぜが、だんだんコンクリート

畦畔化していくといったことが一つ流れとして

はあるのかなと思っています。あぜはあぜとし

て置いていくとして、次に、除草をしなくてい

いようにといった意味では、あぜカバーみたい

なものをかぶせるとか、そういったような対策

はとられていたかと思いますけれども、現在、

それ以外のものといいますとなかなか難しいの

かなというようなことで、資料も見てみないと

わかりませんけれども、申しわけないんですが、

その程度でございます。

○蓬原副委員長 一つの例として、そういうと

ころにも目を転じて、１次産業の原料をつくら

ないことには６次産業は進まないわけだから、

生産性の向上という意味で、省力化というとこ

ろで話をしました。バリューエンジニアリング

という考えがありますね。今ようやく土木が５

～６年前から、ＩＴ電気関係では30数年前から

やっている考えなんですけれども、いわゆる価

値工学、生産性をどう上げるかという手法があ

るんです。事務にも今取り入れられていると思

うんですが、そういう視点というのが、農業の

生産性を上げるという意味ではこれから必要

じゃないのかな。それは機械化するということ

も含めて。うちには工業試験場があるわけです

けれども、農業試験場と工業試験場で、ここは

こういう機械化、こういう機械を入れていくと

物すごく省力化できるし、生産性が上がるよう

なものの研究というのが、まさしく縦、組織が

違うんですね、商工観光労働部と農政水産部で

すから、そういうところがタイアップして、こ

こにもホウレンソウの機械収穫というのはあり

ますが、それとまた違うオリジナルの、宮崎な

らではの狭い田んぼで機械を使ってやるとか、

考えてみるといろんな機械が思わぬところにあ

るんじゃないかと思いますけど、生産性の向上

という意味で、特に高齢化が進む、参入者が少

ない、だけど、材料はつくらないと６次産業は

進まないわけですから、試験研究を進めてみる

お気持ちはないか。試験場長、お見えなんです

かね。お見えでなければ担当課長。

○郡司農政企画課長 ありがとうございます。

発想は全世界に置きながらも、行動は足元から

というお話だと思います。６ページに農商工連

携と６次産業化の関連事業ということで、農政

企画課から１、２、３と書いてありますけど、

ここらあたりが試験場でやっていることなんで

すけれども、農業を農業の範囲だけで考えてい

てはどうしても限界がありますので、連携とい

うことを大きなテーマとしてとらえる必要があ

るというふうに考えております。

そういう中で、試験場においても、農商工連

携を図るための商工業関係者のマッチングの場

の設置ということで、それぞれ得意分野を出し

ながら、新しい仕組み、機械等も含めて開発し

ていこうということで予算化させていただいて

いるところです。工業試験場ということではあ

りませんけれども、新聞等でこの前、ストレス

メーターという記事がありましたけれども、牛

が、特に酪農あたりは夏場の暑いところで乳量

が落ちるんですが、ストレスメーターを入れて
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その改善を図る。農業団体のほうで酪農家にも

配ったという話もありましたけれども、これあ

たりは、人間の温湿度計をつくっているところ

とマッチングしながら開発した機械。また、牛

歩ライトという発情を調べる機械も、農業とは

全然違うセクションと共同開発したようなこと

です。また、３番の事例の中では、地球温暖化

絡みで、これも新聞で随分報道されましたが、

光学メーカーの三鷹さんと一緒になって新しい

エネルギーの開発をする。いずれにしても、農

業の範囲だけでこれまでやってきたことを、少

し産業間の枠、地域の枠も超えて連携していく

という仕掛け、仕組みを、御指摘のとおりなん

ですけれども、今後進めていく必要があるとい

うふうに考えているところです。以上です。

○蓬原副委員長 すばらしい御答弁をいただき

ました。６次産業化というのは、第１次産業の

産品を加工して売るというそれだけの６次産業

ではなくて、例えば１次産業に２次産業の工業

が入ってくる、工業化するとか、そういうこと

も６次産業化ということの大きな枠の中に入っ

ていると思いますから、今の課長のおっしゃる

とおりだと思います。そういうつもりでぜひ生

産性の高い農業という観点から、機械化という

ことの試験研究を含めてやっていただくと、い

ろんなところに新しい省力化のシステム、機械

が生まれると思いますので、ぜひよろしくお願

いしたいと思います。

あと１点だけいいですか。全くの個人的な意

見ですが、冷凍野菜というのはありますよね。

例えばカップヌードルの中に野菜が入っていま

すね。お湯を注ぐとぷっともとの野菜にかえる

わけだけど、乾燥野菜というか脱水野菜、あれ

は遠心分離器の世界に入ると思うんですが、脱

水野菜なるものは、全くの私の個人的考えです

が、笑っていただいて結構ですけど、脱水野菜

なるものはこの冷凍野菜みたいにして何か販路

がないものかなと。カップヌードルなんかの脱

水野菜をつくる工場を、若いときに長野県で見

たことがあるんです。小さな野菜ですけど、こ

れを大型化してできないものかなと。非常に軽

量になるし、コンパクトになるし、と思うんだ

けど、その可能性について忌憚のないところを

お聞かせください。

○工藤連携推進室長 ちょっと外れているかも

しれませんが、例えば市内の量販あたりに、乾

燥野菜がパックになっていまして、ゴーヤとか、

古いのはバナナとかございますけれども、現在

いろんな野菜を健康志向というようなことで、

塩味をつけた乾燥野菜で、このぐらいにビニー

ルに入れて販売されていまして、結構私もたま

に買ったりするんですけれども、確かに需要は

あるのかなと。ただ、これが県内でどのぐらい

取り組みされているかというのは私も承知して

おりませんけれども、視点としては非常におも

しろい商品かなと。健康志向ということで、軽

いし、コンパクトですし、味も最近非常によろ

しいような形かなと思いますので、乾燥野菜と

いうのも今後は期待ができるのかなというふう

に思います。

○蓬原副委員長 乾燥に含めて脱水野菜。形を

そのまま残してぎゅっと水分を抜くというやり

方。乾燥もいいんですよ、おっしゃるとおりだ

と思います。あと、脱水です。まあ、別にそれ

以上聞きません。そういう発想はどうかなとい

う話。

○横田委員 きょうの読売だったですか、新聞

に載っていたんですけど、東京の枝肉市場が大

暴落をしているようです。これは福島の原発事

故の牛肉のセシウム汚染が影響しているんだろ
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うと思いますが、宮崎牛を宮崎で販売する場合

は、東京市場とか大阪市場の全国市場の平均を

もとにして相対取引をしているわけで、東京市

場が大暴落したらもろに宮崎にも影響しますよ

ね。でも、今回の東京の暴落は、相場というわ

けじゃなくて事故による価格下落ですので、こ

れを平均に入れてしまうのはどうかなと思うん

です。ですから、しばらくの間は、東京市場が

もとに戻るまでの間は、その平均から東京市場

の価格を外すようなことを考えんと、宮崎県の

全くセシウム汚染と関係ない畜産農家は大変な

思いをされるんじゃないかと思うんですけど、

そこらあたりできないものなんでしょうか。

○児玉畜産課長 今、委員がおっしゃいました

とおり、おとといから東京市場が非常に大きな

暴落をしております。ミヤチクの取引形態は、

今言われましたように、東京市場と大阪市場の

加重平均を建て値にして相対で取引をしている

わけでございますが、今回のように特定の事故

で東京市場があれだけ暴落した場合には、ミヤ

チクとしては、それは建て値の計算には入れな

いということを聞いております。したがいまし

て、ほぼ大阪の建て値での取引ということになっ

ておろうかと思います。ミヤチクの取引価格を

今、毎日データを取り寄せて見ておるんですが、

東京市場に大きく引っ張られているというよう

な状況はございません。以上でございます。

○横田委員 安心しました。ありがとうござい

ました。ぜひその方向でよろしく。

○太田委員長 最後のほうには脱水野菜という

新たな課題もありますが、どこにビジネスチャ

ンスがあるかわかりませんので、一応耳を傾け

ていただきたいと思います。

ほかに意見はないですね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、これで農政水産部の

質疑を終わります。どうも御苦労さまでござい

ました。

暫時休憩いたします。

午前11時13分休憩

午前11時16分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

商工観光労働部においでいただきました。初

めに一言ごあいさつ申し上げます。

私は、この特別委員会の委員長に選任されま

した太田清海でございます。時間の都合上、委

員の紹介は省略させていただきますが、私たち11

名がこの特別委員会の課題に沿って研究をして

まいりますので、どうか皆様方の御協力をよろ

しくお願いしたいと思います。

執行部の皆さんの紹介については、出席者名

簿でいただいておりますので、省略していただ

いて結構です。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○米原商工観光労働部長 商工観光労働部でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

本日は、お配りしております委員会資料の目

次にありますとおり、農商工連携の取り組みに

ついて御説明を申し上げます。説明のほうは工

業支援課長のほうからさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。

○冨髙工業支援課長 それでは、委員会資料の

１ページをごらんいただきたいと思います。農

商工連携の取り組みにつきまして御説明をいた

します。

まず、１の農商工連携に対する基本的な考え

方であります。農商工連携は、農林漁業者と中

小企業者が連携し、相互の技術、ノウハウ等の

経営資源を活用して、新商品、新サービスの開
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発、販売等の取り組みを推進することにより、

地域経済の活性化を目指すものであります。県

といたしましては、豊かな農林水産資源を生か

した農商工連携の取り組みを積極的に支援する

とともに、農商工連携によって生み出されまし

た新商品等の受け皿となります食品産業の活性

化を推進することといたしております。

続きまして、２の農商工連携の推進体制等で

あります。この項目につきましては、大変申し

わけございませんが、資料の訂正がございます。

組織図の左側にあります、県庁内での推進体制

の一番下のワーキンググループの構成員につき

ましては、関係18課・室となっておりますが、

関係17課・室が正しい数字でございますので、18

を17に修正していただきますようよろしくお願

いいたします。今後十分に気をつけてまいりま

すので、よろしくお願いいたします。

それでは、説明を続けさせていただきます。

農商工連携の推進体制等につきましては、県庁

内の推進組織であります宮崎県農商工連携推進

会議と、全県的な推進組織であります宮崎県農

商工連携推進ネットワーク会議を設置いたしま

して、庁内関係各部や関係機関・団体との連携

を密にしながら、農商工連携の推進を図ってい

るところでございます。

次に、相談機関であります。県産業支援財団

と県農業振興公社に相談窓口を設置しており、

事業計画の検討、連携のパートナー探しなどに

対応いたしております。また、中小企業支援ネッ

トワーク強化事業によりまして、商工会連合会

等がネットワークを構築し、通常の経営相談と

ともに農商工連携の相談に対応しているところ

であります。

次に、２ページをごらんいただきたいと思い

ます。３の農商工連携に関する主な取り組み状

況であります。（１）の法に基づく国の事業計画

認定でありますが、これは農林漁業者と中小企

業者による連携体が、農商工連携の取り組みに

つきまして国に申請を行い、認定を受けた場合

に、補助金や融資、信用保証など法に基づく支

援措置が受けられる制度であります。

課題でありますが、中段の表にありますとお

り、現在、本県では事業計画が４件、支援計画

が１件の認定を受けております。この件数は鹿

児島県や熊本県に比べますと少ない状況にござ

いまして、同じ農業県であります本県といたし

ましては、さらなる掘り起こしの必要があると

考えております。

続きまして、（２）のみやざき農商工連携応援

ファンドによる支援措置であります。本事業は、

産業支援財団に設置しましたファンドの運用益

を活用し、農林漁業者と中小企業者の連携体が

取り組む新商品や販路開拓、新技術の開発等の

取り組みを支援するものであります。平成21年

度からこれまで５回にわたりまして公募を行っ

ており、合計41事業､9,408万5,000円の採択を

行っております。

次に、課題であります。公募が５回を数え応

募数も安定するなど、事業は着実に定着してき

ておりますが、さらに優良案件の掘り起こしに

努める必要があると考えております。また、農

商工連携の相談に現場で対応している産業支援

財団によりますと、連携相手の選定や連携体の

構築などには調整に多くの時間がかかるため、

早い段階からの相談対応を行う必要があると考

えております。

３ページをごらんください。平成23年度の予

算と対象となる事業の枠組みにつきましては、

記載のとおりとなっております。また、今年度

の第１回目の事業採択結果につきましては、一
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覧表に記載してあるとおりでございますが、５

月に11事業、2,714万4,000円の交付決定を行っ

たところであります。

続きまして、４の食品産業活性化対策事業に

よる支援措置であります。本県は、豊富な農林

水産資源を有しており、食料品製造業は製造品

出荷額等で全業種中、最大となっております。

このため、県内の食品加工業者に対する支援を

行うことにより、本県農産物等の高付加価値化

を進め、食品産業の高度化や新事業の創出を図

ることといたしております。

４ページをごらんください。課題でございま

す。県内の食品製造業は食肉加工関係の企業が

多く、農産物等を原材料とした最終製品の生産

を行う企業が少ないという状況にあります。ま

た、小規模事業者が多いため、商品の開発力や

県外での営業力が弱い状況にもございます。特

に県内の農産物を活用した商品開発に関しまし

ては、加工原料となるペースト、乾燥粉末等の

１次加工品の県内供給体制が脆弱であるため、

事業者の育成や加工技術の向上を図ることが必

要となっております。

次に、平成23年度取り組み内容でありますが、

表に記載しているとおりの内容となっておりま

す。この中で、６月補正でお願いをいたしまし

た加工食品高付加価値化事業におきましては、

食品開発センターと県内の食品加工業者が共同

で１次加工技術に関する実証試験を行いまして、

得られた成果を地域の加工業者にも移転・普及

することにより、県内農産物の高付加価値化と

１次加工技術の向上を図ることといたしており

ます。

参考のこれまでの取り組みでありますが、表

にありますとおり、これまでに県、国、関係団

体等が主催します研修会等の実施による人材の

育成、講演会等の開催による制度の周知を図っ

てきたところであります。

最後に、５ページをごらんいただきたいと思

います。５の今後の取り組み方針でございます。

まず、（１）の事業案件のステップアップにつ

きましては、農商工連携に関するビジネスアイ

デアをブラッシュアップいたしまして、農商工

連携応援ファンドが活用できるまでに内容を高

めるとともに、さらに、国の事業計画認定のス

テップアップも進めてまいりたいと考えている

ところでございます。

次に、（２）のマッチングの推進等であります。

支援機関である産業支援財団と農業振興公社を

窓口として、相談対応や連携相手とのマッチン

グを推進していくとともに、引き続き、制度の

周知やＰＲを行ってまいります。また、現在の

推進体制を通じまして情報の収集に努めるほか、

農政水産部が地域単位で実施しております推進

会議と随時情報交換等を行うことにいたしてお

ります。

次に、（３）の食品産業の育成・支援でありま

す。食品開発センターや大学等と連携しまして、

食品産業の技術開発を支援するとともに、引き

続き、ファンドの活用により、新商品開発、販

路開拓等に対する支援を行ってまいります。ま

た、産地と食品メーカーを結びつけます１次加

工技術の開発や技術移転を通じまして、県内の

１次加工業者の育成を図ってまいりたいと考え

ているところでございます。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○太田委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑などありましたら、お願いいたし

ます。

○中野委員 ３ページ、平成23年度の第１回採
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択結果、この補助金額を教えてください。

○冨髙工業支援課長 それでは上から順にまい

ります。一番上の籾木工業さんが214万3,000円、

紅梅園さんが184万6,000円、鈴木組さんが333

万3,000円、社会福祉法人清樹会さんが108

万8,000円、ジャンボンフーズさんが333万3,000

円、三洋さんが243万1,000円、めんくいさんが204

万4,000円、いそ田さんが283万1,000円、晨星興

産さんが333万3,000円、みすみ屋本店さんが142

万9,000円、白水舎さんが333万3,000円。以上で

ございます。

○福田委員 先ほどは農政水産部の関係で同じ

ような議論がなされたわけでありますが、実は

私は、農商工連携は目新しいものではないと考

えています。30年前ぐらいが第１期でありまし

て、黒木知事の時代にやられたのがようやく今、

日の目を見ています。例えばサンＡのジュース

工場がそうですね。今のミヤチクも当時は県の

畜産公社でした。そういうものがようやく日の

目を見ておるわけでありますが、当時からしま

すと、ミヤチク以外は、原料産地が宮崎にはほ

とんどなくなりまして、他産地から持ってきて

付加価値をつけている。これもいいと思います。

雇用等を生みますから。

そこで、今度は第２回目か３回目になるかわ

かりませんが、農商工連携が、これは金太郎ア

メと同じで、全国で一斉にスタートを切ったわ

けです。本県は幸い原材料を持っている。言う

なれば、食品加工業によって本県の新たな振興

策が望めると、そういうふうに私は見ておるわ

けでありまして、非常にこの事業に対しては関

心を持っております。そこで商工の皆さんにお

願いしたいんですが、農政サイドでは手を加え

る原材料がたくさんあるんです。食の宝庫なん

です。事例等も書いてございました。100億円と

か200億円県内で手を加えれば５～６倍にふえる

数字が示されておりましたが、問題は、最終的

に農業生産者にその付加価値が返っていくかど

うか、ここが私はポイントだと思うんです。こ

れがなければ、幾ら加工流通業者が潤っても農

家は永遠に救われないと、こういうふうに考え

ておりまして、特に商工観光の皆さん方にお願

いしたいのは、今、日本の食品産業は非常に潤っ

ているんです。私はいろんな歴史を調べました

が、日本ハムは徳島県の一養豚農家からスター

トしたんです。日本を代表する世界的なハムメ

ーカー。今、マルハの傘下にありますが、林兼

しかりです。プリマ、伊藤忠傘下にありますが、

全部生産者からスタートしてあれだけになった

んです。すごいと思えばすごい。創業者が偉かっ

たと思いますが、そこで我々はこれに学ぶ。私

ども産地サイドで加工して付加価値をつけて、

既存の食品流通業者が得ておったものを私ども

産地サイドに取り戻し、それを生産者に還元す

る、これがポイントだと思うんです。細々した

内容についてはノウハウがあると思いますが、

これを見失ったんでは６次産業化の意味はない

というふうに常々考えておりまして、第２回目

のチャンスでありますから、ぜひこれを全国に

先駆けてやりたいなと思っているんです。

先ほども北海道の話が松村委員から出ました。

２年前に我が会派17～18人の議員で先進地を見

ました。北海道では、そういうのがジャガイモ

とか牛肉、あるいはタマネギ等でも既に出てい

るんです。最大の産地では、500億円の付加価値

を一生産地で得ておるところもあります。宮崎

は北海道に次いでそういうものに豊富な県であ

りますから、農水よりも今回は商工の出番だと

思います。原材料はあるんですから。これをしっ

かりお願いして、流通や食品製造過程で得てお
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る利益を地元生産者に引き戻す施策を実現して

ほしいと心からお願いをしたいと思いますが、

いかがお考えでございましょうか。

○冨髙工業支援課長 本当に委員おっしゃると

おりだと思います。まずは最終的な出口、販路

の開拓というのが大きな要因になってくるだろ

うと思いますし、県の農商工連携ファンドにお

きましても、製品の開発だけではなくて、販路

の開拓のための展示会、商談会への出展、こう

いったものへの補助・支援はいたしております

ので、製品を開発した後に、こういった制度を

活用していただいてそういったところに出て

いってＰＲしていただくということは可能でご

ざいますので、積極的に利用していただきたい

と思っておりますし、いろんな物産展にも出展

できるようになるといいなというふうに思って

いるところでございます。

それと、農業者に返るといいますか、高付加

価値化の返りの部分、バックの部分につきまし

ては、当然これは農商工連携という取り組みな

ので、農林漁業者と中小企業者が対等の立場で、

どんなものをつくりたいと考えるのか、それは

お互いの経営資源を出し合って、ノウハウや技

術を出し合ってつくっていくわけですから、付

加価値の高いもの、例えば100円のものを1,000

円で売れるものをつくるのであれば、そこには

やはり当初から利益配分といったものをしっか

りと打ち合わせをしていただいて、この計画に

取り組んでいただくということになろうかと

思っております。その入り口の段階で、財団に

コーディネーター等がおりますので、その辺を

きっちり指導といいますか、整理していただき

ながら取り組んでいくということになろうかと

思います。入り口の段階でその辺はきちっと整

理すれば、この農商工連携ファンドの制度にお

きましては対応できるのかなと思っております

が、いずれにしても、売れないと話にならない

という部分はありますので、我々も頑張ってま

いりたいというふうに思っております。

○福田委員 売り先も随分苦労しましたが、当

初、全国的な企業とタイアップして事業を進め

るケースもあります。しかし、独自の力で開発

するケースもあると思います。今、非常にマス

コミに載っていますが、冷凍野菜加工場にして

も宮崎県は30年前に取り組んだんです。しかも

行政がてこ入れをして。途中で頑張りきれずに

手放した。それを日本の冷食のトップメーカー

のニチレイが拾った。目の前にあるじゃないで

すか、目の前に。清武の工業団地の通りにニチ

レイのブランドがかかっていますよ。あれは当

時、県の園芸特産課が最初スタートを切った工

場だと思います。その後、大阪の業者に渡り、

最終的にはニチレイ。今、ニチレイが国内の冷

凍加工場としてはトップクラスの商品をつくっ

ています。今までは中国が多かったですけど、

安全・安心志向から国産の冷凍野菜。そういう

ことがありますから、私は、今回はオール県庁

で取り組む以外には、農政水産部とか商工観光

労働部とかいう縦割りでちまちまやっていたん

では成功しないと思います。成功しないと思う。

ぜひ、くれぐれもお願いしておきますが、宮崎

が立ち直る最後のチャンスですから、お願いを

したいと思いますが、部長、どうですか、意気

込みのほどは。

○米原商工観光労働部長 今、福田委員のおっ

しゃったとおりでございまして、我々としては、

商工業者のほうも農業者のほうもお互いにウイ

ンウインの関係になるように、そこはしっかり

留意をしていきたいというふうに思っています。

それと農商工連携応援ファンド、これは25
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億2,000万の規模ですが、九州では４つしかござ

いませんので、これをしっかり活用して、農商

工連携の今後の取り組みを積極的に進めていき

たいというふうに考えております。

○福田委員 最後に。きのうは牛歩ライトのお

話、きょうも午前中聞きましたが、一方ではコ

ムテックの発情発見器が出ています。両方とも

県がてこ入れをするわけですね。バッティング

しますよね。その辺の情報は入っていますか。

○冨髙工業支援課長 コムテックさんは、国の

認定で、インターネットを使った情報の提供シ

ステムといったものをこれでやっておりまして、

牛歩ライトにつきましては、もう一つ、県のほ

うで産学官ネットワークという事業を持ってお

りまして、そこで助成をいたしているところで

ございます。

○福田委員 そこが私はまずいと思うんです。

同じ目的の機械なんですね。牛の発情を発見す

る機械ですから。一方では、これはコンピュー

ターを使って大変複雑なシステムだから、牛歩

ライトのほうをやろうということになれば―

そういう説明でしたが―これはボツになるわ

けです。その辺はしっかり連携をしていかない

と、せっかく開発したコムテックさんもなかな

かだと思います。私はどちらがいいとは思いま

せんが、きのうの説明では、牛歩ライトのほう

が非常に簡便で、パソコンも使わなくていいと、

安いと、そういうことでしたから、必然と牛歩

ライトに移ってきますよね。そういうこともご

ざいますから、これは一例ですが、ぜひ綿密な

連携のもとに事業を進めていただきたい。あと

は御期待を申し上げます。以上です。

○太田委員長 ほかにございませんか。

○重松委員 ちょっと確認なんですけれども、

先ほど農政のほうでは、第６次産業化サポート

センターに産業プランナーというのが５名とい

う形で、アドバイザー並びにプランナーの体制

ができております。１ページのこの中にはプラ

ンナーとかアドバイザーという体制は記載され

ておりませんけれども、同じようなことはある

んでしょうか。

○冨髙工業支援課長 １ページの相談機関とい

うところに産業支援財団等々の記載がございま

すが、資料には記載しておりませんけれども、

産業支援財団のほうに応援コーディネーターが

今現在６名いらっしゃいます。

○重松委員 もう１点、２ページ目の法に基づ

く国の事業計画認定につきましては、このよう

に４件申し出があって、他県から比べますと若

干少なくなっていると。この具体的な状況とい

うのは一体何なんでしょうか。少ない理由とい

うことです。

○冨髙工業支援課長 なかなか断定は難しい部

分があるわけでございますけれども、一つの要

因といたしましては、先ほど部長もお話ししま

したとおり、本県には県単独のファンド制度が

あるということでございまして、利用しやすい

県の制度のほうに流れているのかなということ

がございます。九州で同じようなファンドを持っ

ているのが、福岡、長崎、佐賀、宮崎、４県で

ございますが、その４県の国の認定状況を見ま

しても、福岡が８件、佐賀が４件、長崎が３件、

宮崎５件と、非常に少ない状況になっておりま

して、この辺からするとそういったことが考え

られるのかなというふうに思っているところで

ございます。

○重松委員 国の事業の補助金ですとか融資で

すとか、どちらかというとソフト面のほうが農

商工連携の施策の中では多いのかなと。それが

ネックになっているのではないか。県を通して



- 23 -

はこういうように具体的にファンドを活用して

いろいろな形でハード面、ソフト面、両方で使

えるかなと思うんですけれども、その辺という

のはどうなんでしょうか。

○冨髙工業支援課長 利用しやすさの面におい

ては、国は、一回認定を受けた後に、その事業

者さんたちがどういう支援策を受けるのかとい

うことを検討した上で、政府金融機関の融資を

受けたり、経済産業省や農水省の補助金を受け

たりするわけですけれども、それについては再

度申請をしなければならないというシステムに

なっておりまして、認定までもかなり手間暇か

かる。支援策を受けるときにもいろいろ手間暇

かかるということで、一般的に言えば、中小企

業者、農林漁業者の方からすれば、結構ハード

ルが高い部分はあるというふうに認識しており

ます。

○重松委員 販売先の県外にもどんどんＰＲも

していただきたいんですけれども、県内におき

ましても、商店街において空き店舗を活用して

でき上がった製品をどんどん販売していただき

たいというような思いがあるんですけれども、

そういう取り組みにつきましては、空き店舗対

策で活用するとかそういう何か思いはございま

せんでしょうか。

○金子商業支援課長 私ども、まちなか商業活

性化のためのソフト、ハードの使える事業はご

ざいまして、委員の御提案のような、地域の特

産物を空き店舗を活用することによって販売す

るというのは、市町村との協調補助というシス

テムはございますけれども、可能でございます。

現に今のところそれがやられている例はござい

ません。

○太田委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、ないようでございま

すので、これで終わりたいと思います。執行部

の皆さん、大変御苦労さまでございました。

暫時休憩いたします。

午前11時43分休憩

午前11時46分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

協議事項（１）の県内調査についてでありま

す。まず、資料１をごらんください。来週の28

日（木）から県南の調査であります。調査先に

つきましては前回の委員会で決定をいただいて

おります。９時30分に県議会に集合となってお

りますので、よろしくお願いいたします。この

とおり運ばせていただきます。

次に、資料２をごらんください。８月23日（火）

から県北調査であります。調査先につきまして

は、前回の委員会で御協議をいただきましたと

おりとなっておりますので、確認のみとさせて

いただきます。ごらんのような日程で進めさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。なお、８月23日は９時県議会集合となって

おります。

次に、協議事項（２）の県外調査についてで

あります。県外調査は11月８日から11月10日ま

での２泊３日で予定しております。次回９月定

例会中の委員会で日程案をお示ししたいと思い

ますので、今回、皆様からあらかじめ御意見を

伺いたいと考えております。調査先につきまし

て御意見、要望がありましたら、お願いをいた

します。

○福田委員 ６次産業の先進地を見たい。両方

あるでしょうけど。

○太田委員長 そうですね。産業再生・エネル

ギー対策でありますので。
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○福田委員 バイオも入っているのかな。

○太田委員長 バイオエネルギーとして見れば

いいと思いますけど。

○中野委員 一山切り開いて風力発電をつけた

ところがある。日経ビジネスだったか、そうい

うところはかなり視察者が多いと書いてあった。

○太田委員長 今のところこれというのがない

ようでありましたら、後でまた御指摘いただい

て、正副委員長に御一任いただきたいと思って

おります。それでは、正副委員長で準備をさせ

ていただきます。

次回の委員会についてでありますが、９月定

例会中、事務局案では９月20日に予定をしてお

ります。次回委員会での執行部への説明、資料

要求について、何か御要望、御意見はありませ

んでしょうか。

○中野委員 今、農商工連携というのがはやっ

ていますけど、中身は産学官と一緒なんです。

これも農政と商工と、国が違うだけで、そこ辺

の違いを一回整理させたら。

○太田委員長 産学官連携と似たようなもの

じゃないかという、そんなイメージが。

○中野委員 それは一緒なんですが、窓口が農

政と、産業支援財団のコーディネーターはすご

いですよ、旭化成の技術者、資格を持った人と

か。今度新たに農業振興公社、もともとそうい

う人はおらんかったところに同じ人を持ってき

て二重にやっておるわけです。私は今度やろう

と思っているけど、そこら辺の整理もせんと、

窓口が２つ。同じ会社で同じものが２つあると

いうのはないわけで。

○太田委員長 ほかにありませんか。

○岩下委員 私は一回も行ったことがないんで

すけど、工業技術センターというのが、宮崎県

のそういった点で、今いらっしゃいましたけど、

これまでの取り組みとどういったことの成果が

上がっているのか。向こうの企業と一緒になっ

ていろんな機械化もされているとは思うんです

けど、そういった成果がちょっと知りたいなと。

取り組みと成果ですね。

○福田委員 岩下委員、センターのロビーに行

けばあります。

○岩下委員 農業機械関係も相当あるんじゃな

いでしょうか。

○中野委員 工業技術センターと食品開発セン

ター、あそこと一緒に聞いたらどんなですか。

○太田委員長 工業技術センターにまだ行った

ことのない人、新人の方はそうでしょうが。ほ

かの方は行かれたことありますかね。行くのが

良いでしょうけど、説明なり成果を次回に。

○岩下委員 相当な貢献をされているんじゃな

いかというふうに思うんです。

○蓬原副委員長 代表がＳＰＧですね。肝臓の

分野でもそんなにないですね。

○福田委員 ＳＰＧは明治製菓が手放して、今、

日向の企業家がやっております。

○蓬原副委員長 エマルションですね。

○太田委員長 ほかにありませんか。一応参考

にさせていただきます。

よろしいでしょうか。それでは、ただいまの

御意見等参考にしながら、次回の委員会の説明、

資料等の要求にしたいと思います。

最後になりますが、協議事項のその他で何か

ございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、今後の日程について

でありますが、来週の28日、県南調査でありま

す。午前９時30分に県議会集合となっておりま

すので、よろしくお願いいたします。

調査のときの服装、クールビズということで
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すが、簡単ですので、作業服で行ったほうがい

いのではないかという意向もありましたが、皆

さんどうでしょうか。普通はこれでいいんです

けど、靴は普通の靴で。（「ハウスの中やら入る

から」と呼ぶ者あり）では、統一しますか。防

災服ということで進めさせていただきます。

ほかになければ、以上で本日の委員会を閉会

いたします。御苦労さまでございました。

午前11時55分閉会


